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ガス小売市場への信頼・安心を担保する制度設計を望みます 

 

日本生活協同組合連合会 

組合員活動部部長 二村 睦子 

 
 前回委員会にて、すでに自由化市場となっている LP ガス市場において、業界

団体や優良な事業者の皆様のご努力にもかかわらず、必ずしも透明で公正な市

場が形成されていないという点を述べさせていただきました。この点につきま

して、消費者団体が行った調査を事例として紹介します。本日配布したパンフ

レットは、北海道の消費者団体・生協が共同で制作しているもので、ページ番

号が青字の部分は業界団体等の資料からの引用、赤字部分は消費者団体による

価格調査のまとめとなっています。また、灯油と LP ガスの価格動向が別紙で挟

み込んであります。主催団体では、このパンフレットを使って、消費者への学

習・啓発を行うとともに、地域で LP ガス問題を考えるための公開シンポジウム

等も開催しております。 
 添付のパンフレット７ページから１０ページと挟み込みの資料が調査の結果

です。パンフレット７ページ及び挟み込み資料にありますように、同じ自由市

場である灯油と比べても、LP ガスにおいては地域間格差がありその差が拡大傾

向にあること、原油価格や卸売価格の変動が小売価格に連動していないことが

わかります。パンフレット８・９ページは、実際の請求書を集めて料金の分析

をしたものです。基本料金・従量料金とも、相当程度のばらつきがあること、

使用量が大きくなるとばらつきの幅が大きくなっていることがわかります。消

費者としては、なぜこのような差が生まれるのか、とても不思議に思います。

またこのことは、消費者団体がこのような調査をした結果わかったもので、通

常消費者はこうしたばらつきを知ることができないという点にも留意する必要

があります。 
今般のガスシステム改革においては、ガス小売市場が消費者からの信頼・安

心を得られるようにすることが重要です。そのためには、料金体系の透明性・

公平性が担保されることが必須です。消費者の側から見た時に必要な情報が開

示されており、納得して事業者を選択できるような状態となるよう、諸制度の

設計を行っていただくようお願いします。 
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